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７．説明内容

次第

1．開会

2．挨拶

3．説明

中間市用途地域の見直しについて

4．質疑応答

5．閉会

会議録

【司会】

それでは、定刻となりましたので、始めさせていただきます。

本日ご出席の皆様、ご多忙にもかかわらず、中間市用途地域の見直しに関する住民説明

会にお集まりいただき誠にありがとうございます。

本日の司会を務めさせていただきます、都市計画課の山口と申します。どうぞよろしく

お願いいたします。

はじめに、資料の確認をさせていただきます。本日の資料につきましては、受付で配布

させていただいた説明資料「中間市用途地域の見直しに関する住民説明会」です。お手元

の資料が揃っているかご確認ください。資料が足りない場合は、お知らせください。

それでは、お手元の会次第に沿って進めさせていただきます。

ただいまから「中間市用途地域の見直しに関する住民説明会」を開催いたします。

建設産業部 白石よりご挨拶申し上げます。

【建設産業部長】

本日はご参加いただき、誠にありがとうございます。中間市で建設産業部長を務めてお

ります白石です。

今日ご説明する用途地域の見直しは、皆様の暮らしと今後のまちづくりに関する重要な

事項です。本市といたしましても、その地区の特性に応じたまちづくりを進めていきたい

と考えております。

特に今回の二つの地区の用途地域の見直しは、本年度新たに策定いたしました都市計画

マスタープランにも記載されている内容で、市全体のまちづくりから見ても重要な内容で

す。どうぞ、最後までよろしくお願いいたします。

【司会】

ありがとうございました。それでは、事務局より、内容説明をさせていただきます。

【事務局】

それでは、中間市用途地域の見直しについて、説明資料をご覧いただきながら、ご説明

いたします。また、説明の途中で、質問をお受けする時間を設けますので、ご不明な点が

あれば、そのタイミングで、お知らせください。

本日の説明会では、コミュニティ広場周辺と、市営岩瀬南第１団地周辺の 2地区の用途

地域の見直しに関する説明をいたします。説明では、用途地域や建ぺい率など、聞きなじ

みのない用語が出てきますので、まず、はじめに、いくつかの用語について、ご説明いた

します。

それでは、説明資料の 2ページをお願いいたします。まず、用途地域について、ご説明

いたします。
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用途地域とは、区域ごとに住宅や店舗など、建てられる建物の種類や大きさを制限し、

快適で秩序ある市街地をつくるための制度です。中間市では、9 種類を採用しており、住

居系 5種類、商業系 2種類、工業系 2種類を定めており、快適で秩序ある市街地の形成に

努めております。

3ページをお願いいたします。次に、建ぺい率・容積率について、ご説明いたします。

建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積（建物をうえからみたときの面積）の割合の

ことです。容積率とは、敷地面積に対する延床面積（各階の建築面積の合計）の割合のこ

とです。

4 ページをお願いいたします。具体的な数字を基に説明しますと、例えば、敷地面積

300 ㎡の土地があった場合、第 1種住居地域で、建ぺい率 60％・容積率 200％なら建築面

積は、180 ㎡、延床面積は 600 ㎡となります。それを商業地域に変更した場合、建ぺい率

80％・容積率400％となり、建築面積を240㎡、延床面積は1200 ㎡と変わります。同じ敷

地面積でも、多くの面積の建物を建築することができるということになります。

5ページをお願いいたします。次に、準防火地域について、ご説明いたします。

準防火地域とは、火事が発生した際に周りへ燃え広がりにくいように、建物を火に強い

構造にするルールを定めている地域のことです。この地域では、階数や延べ面積の規模に

より、耐火または、準耐火構造建築物を建築しなければならないなどの構造上の制限を定

めています。

6 ページをお願いいたします。次に、地区計画について、ご説明いたします。地区計画

とは、みなさんが気持ちよく暮らせるまちをつくるため、建物の高さや建ててはいけない

建物を決めたりと、その地区だけのきめ細かなまちづくりのルールのことです。

以上で用語について、ご説明を終わります。ここまでで、ご質問などはございませんで

しょうか。

無いようですので、説明を続けさせていただきます。

7 ページをお願いいたします。ここでは、今回、用途地域の見直しを予定しているコミ

ュニティ広場周辺と、市営岩瀬南第１団地周辺の 2 地区についての現状と見直しの方向性

をご説明いたします。

コミュニティ広場周辺の現状は、公共施設が立地する第 1種住居地域となっております。

この地区を今後、古くなった公共施設の機能を守りつつ、他施設や民間と一体化して、に

ぎわいをつくり、災害時には、避難場所などとして、活用するため、用途地域を商業地域

へ見直そうと考えております。

次に、市営岩瀬南第 1団地周辺の現状は、第 2種低層住居専用地域となっております。

この地区は、今後、古くなった市営住宅の建て替えを検討するうえで、高さ 10ｍの制限

を緩和する必要があるため、用途地域を第一種住居地域へ見直そうと考えております。

9 ページをお願いいたします。ここからは、1 つ目の見直し地区であるコミュニテイ広

場周辺について、ご説明いたします。この地区について、第 1種住居地域から商業地域へ

の見直し、準防火地域の指定、地区計画の指定の 3つのことを行いたいと考えています。

10 ページをお願いいたします。この図は、見直し前が左の図、見直し後が右の図にな

ります。詳細の内容については、後ほど説明いたしますが、太枠の中を第一種住居地域か

ら商業地域に見直そうと考えております。

なお、用途地域が変わることにより、建ぺい率は、60％から 80％、容積率は、200％か

ら 400％に変わります。

11 ページをお願いいたします。続いて、建築物の用途の制限について、見直し前と見

直し後を見ていきたいと思います。第一種住居地域から商業地域に見直しを行うことで、

「○」で示した建物が建てられるようになります。

これは、大規模な店舗、ホテルの建築、パチンコ店などの遊戯施設も建築可能となるこ

とです。その一方で、本市としては、福岡県の計画に準じることと風俗施設等の一部のふ

さわしくない建築物の規制を行おうと考えております。
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具体的な規制は、準防火地域や地区計画で定めていきます。用途地域の見直しにより、

表に示すような建物が建てられるようになりますが、●に示した用途の建物については、

地区計画で規制をかけ、地区の皆さまが暮らしやすい環境を確保していきたいと考えてお

ります。

12 ページをお願いいたします。先ほど説明いたしましたが、用途地域が変更されると、

この地区の建ぺい率は、60％から 80％に引き上げられ、同じ敷地面積で建築面積が約 1.3

倍の建物を建築できるようになります。また、容積率も 200％から 400％に引き上げられ、

同じ敷地面積で延床面積が 2倍の建物を建築できるようになります。

13 ページをお願いいたします。次に、準防火地域の指定について、ご説明いたします。

この準防火地域の指定については、商業地域の見直しと合わせて行うものとなっておりま

す。建物を燃えにくい材料を用いて建てることで、火災が発生した時に、周辺の市街地に

燃え広がらないように、指定することが必要となります。内容については、表にあるとお

り、建物の階数や延床面積に応じて、準防火建築物の仕様が求められます。少し中身をご

説明すると、延床面積が 500 ㎡以下であれば、1 階・2 階建物は法上の防火措置は必要で

すが、木造建築物でも良いとなっております。しかし、4階以上になりますと、延床面積

に関わらず、耐火建築物、鉄筋コンクリートやれんが構造等でないとダメということにな

ります。

14 ページをお願いいたします。こちらも、先ほど説明した地区計画の内容となってお

り、建築してはいけない建築物を定めようとするものです。少し中身をご説明すると、延

床 10,000 ㎡を超える集客施設等の建築の抑制、パチンコ屋やキャバレーなどの娯楽施設

の建築の制限を考えております。

以上で、コミュニティ広場周辺の見直しについての説明を終わります。ここまでで、ご

質問などはございませんでしょうか。

無いようですので、説明を続けさせていただきます。

15 ページをお願いいたします。ここからは、2 つ目の見直し地区である市営岩瀬南第 1

団地周辺について、ご説明いたします。この地区については、第 2種低層住居専用地域か

ら第 1種住居地域への見直し、地区計画の指定の 2つのことを行いたいと考えています。

16 ページをお願いいたします。この図は、見直し前が左の図、見直し後が右の図にな

ります。詳細の内容については、後ほど説明いたしますが、太枠の中を第二種低層住居専

用地域から第一種住居地域に見直そうと考えております。

なお、用途地域が変わることにより、建ぺい率は、60％から変わりませんが、容積率が

100％から 200％に変わります。それと、10m ありました、建物の高さ制限が廃止になりま

す。

17 ページをお願いいたします。続いて、建築物の用途の制限について、ご説明いたし

ます。表の第二種低層住居専用地域から第一種住居地域に見直しを行うことで、「○」で

示した建物が建てられるようになります。こちらも、見直しにより、表に示すような建物

が建てられるようになりますが、必要以上の規制緩和は行わないため、●に示した用途の

建物については、地区計画で規制をかけ、地区の皆さまが暮らしやすい環境を確保してい

きたいと考えています。

18 ページをお願いいたします。先ほど説明いたしましたが、用途地域が変更されると、

この地区の建ぺい率は、いままでどおり 60％です。容積率は、100％から 200％に引き上

げられ、同じ敷地面積で延床面積が 2倍の建物を建築できるようになります。

また、高さ制限が撤廃され、これまで 2階建てしか建てられなかった場所でも、3 階建

て以上の建物の建築が可能になります。

19 ページをお願いいたします。

次に、市営岩瀬南第 1団地周辺の地区計画を指定する理由について、主に用途地域の見

直しにより、良好な住環境に悪影響を及ぼすおそれのある店舗や事務所などの建築を制限
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し、これまでどおりの暮らしが続けられるよう地区計画で規制をかけようと考えておりま

す。

20 ページをお願いいたします。この表は、この地区で地区計画により、建築してはな

らない建築物の内容です。ホテルや旅館、ボーリング場等の遊戯施設、大学や一定規模以

上の福祉施設など、集客により周辺への影響が懸念される建物の建築を抑制していきます。

これらの建築物を指定することにより、これまでどおりの閑静な住環境を守って行きた

いと考えております。

以上で、市営岩瀬南第 1団地周辺の見直しについての説明を終わります。

最後になりますが、今回の用途地域の見直しについては、今後、都市計画法で定められ

た手続きを行い、令和 8年度中に変更を終える予定としております。

以上で、「中間市用途地域の見直し」についての説明は終わります。ご清聴いただきあ

りがとうございました。

【司会】

それでは、ただいま説明がありました、「中間市用途地域の見直し」について、ご質問

はございませんでしょうか。

【市民①】

コミュニティ広場周辺の用途地域見直しについて、説明資料 11 ページの「用途地域の

見直しにかかる建築物の用途」の表を見ると、見直し後は「演芸場」の欄が黒丸になって

います。

地域の中には、大衆演芸など、演芸活動を楽しみにしている人もいると思いますが、商

業地域になっても演芸場をつくることは難しいのでしょうか。

【事務局】

コミュニティ広場周辺は、用途地域の見直しにより、今後さまざまな種類の建物が建て

られるようになります。

一方で、黒丸が付いている用途については、地区計画により「この地区では建ててほし

くない建物」として一部規制をかけることを想定しています。

具体的な規制内容は、説明資料 14 ページの「地区計画の内容」に示しているとおり、

「建築してはならない建築物」を列挙しています。

そのうち 1番目として、「延床面積 1万平方メートルを超える店舗・劇場・観覧場・展

示場」は建築不可とする予定です。したがいまして、延床面積が 1万平方メートルを超え

るような大規模な演芸場は建てられませんが、1万平方メートル以下であれば、地区計画

上も建築は可能ということになります。

つまり、演芸場については「全く建てられない」というわけではなく、規模の上限を設

けたうえで建設可能とする考えです。

【事務局】

補足になりますが、今回の用途地域見直しについて、皆さんの暮らしの環境が大きく変

わってしまうのではないかという不安があると認識しています。

特に岩瀬南団地周辺では、現在の生活環境が変わるのではないかと心配されている方も

多いと思います。

岩瀬南団地周辺については、基本的には「現状とほぼ同じ状態」での変更を想定してお

り、唯一大きく変わるのは「高さ制限」です。

具体的には、これまで高さ 10m までしか建てられなかったところが、10m を超える建物

も建てられるように制限を緩和することになります。
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それ以外の建築内容にきましては、これまでと同様の用途・規模の建物が中心となるよ

う、地区計画による規制を行う予定です。

コミュニティ広場につきましても、商業地域になることで多様な施設が建設可能となりま

すが、市としては今後の活用内容を検討している段階であり、まだ具体的に何を建てるかは

決まっていない状況です。

幅広い選択肢を確保するために用途地域を見直したうえで、最低限必要な規制として、14

ページの地区計画の内容を設定しています。また、この規制内容は、福岡県における 1万平

方メートル超の施設立地に関するルールに沿って定めているものです。

中間市にとって当該道路沿いはメインストリートとなる重要な場所であるため、ふさわし

くないと思われる施設はルールによって立地を抑制する方針です。

【市民③】

自宅裏に市の土地があるのですが、長年草が生い茂った状態が続き、蚊が大量に発生し

ています。そうした影響もあり、自宅の柑橘類が枯れたり被害を受けてしまいました。苦

情を伝えましたが、その後数回は草刈りや除草剤散布に来てくれましたが、根本的な改善

には至っていない状況です。

また、公園が近くにないため、子どもたちが 4m 程度の道路上でボール遊びをしてお

り、自宅の壁や窓ガラスにボールが当たり、ガラスが割れたこともあります。道路には常

時のように車が止められており、自分が車で出たいときに出られないことがあるほか、曲

がり角を曲がった直後に車が止まっていて危険な場面もあります。

こうした状況が長く続き、自身も精神的に追い詰められたように感じており、今回の機

会に改善を求めたいと思います。

【事務局】

現地状況を確認したうえで関係部署と連携して対応を検討したいと思いますので、会終

了後にお話しをお伺いできればと思います。

【司会】

ありがとうございました。

以上をもちまして、本日の説明会を終了いたします。ご参加ありがとうございました。


